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鹿児島県第６期障害福祉計画（案）に対するパブリック・コメント結果

番号 意見の概要 意見への対応

１ (その他）
障害者の就労支援の充実について、統計を見たが， ○ 障害者の就労支援については，障害福祉サ

このままで多くの方の就労に結びつくのか。 ービスの就労移行支援事業等以外にも，「障
就労移行支援で就労に結びつく人もいるが、企業側 害者就業・生活支援センター」が労働局や障

もコロナの影響もあり難しい。障害者にとってテレワ 害者職業センターなどの関係機関と連携しな
ークになれば、特定のスキルがあれば一般の方と変わ がら，就業面や生活面の支援を行っていると
らず働ける。 ころです。

また，県では，障害者ＩＴサポートセンタ
ー運営事業において，障害者にパソコンの操
作に関する指導や相談支援等を行っていると
ころです。

今後とも，多くの障害者の就労につながる
よう努めてまいります。

２ (その他）
障害者ＩＴサポートセンター運営事業について、Ｉ ○ 県では，障害者ＩＴサポートセンター運営

Ｔを活用した障害者支援だと承知しているが、ハート 事業において，相談支援を行うコーディネー
ピアかごしまのような施設のＷｉ-Ｆｉ化をお願いし ターのＷｉ－Ｆｉルーター使用料負担などを
たい。 行っているところです。

ハートピアかごしまの施設のＷｉ－Ｆｉ化
については，利用者の利用状況やニーズを踏
まえながら，整備の必要性について検討して
まいります。

(その他）
３ ヘルプカードが導入されたが，まだ普及が足りない ○ ストラップ型のヘルプマークについては，

と感じる。ヘルプマークについて来年度導入されると 令和３年７月から導入予定であり，導入にあ
聞いたが，ヘルプマークとも併せて，導入後も継続し たっては広報・啓発のためのポスター・チラ
た啓発をお願いしたい。 シや県の広報媒体を活用し，ヘルプカードと

また，多目的トイレにヘルプマークのステッカーを あわせて県民や事業者への普及啓発を行うこ
貼ってほしい。 ととしています。

また，多目的トイレのヘルプマーク表示に
ついては，市町村や事業者等にも協力依頼し，
障害者の利用に係る配慮につながるよう努め
てまいります。

(その他）
４ かごしま県民手話言語条例が昨年施行されたが、県 ○ かごしま県民手話言語条例については，そ

民理解に繋がっているのか疑問である。また，県職員 の趣旨を県民に理解していただくことが重要
等は手話で意思疎通ができるのか。 であることから，市町村や関係団体等に対し，

周知への協力依頼を行うとともに，県政かわ
ら版や県ホームページ等での広報を行ってい
るところです。

来年度は，新たに，県民に手話を普及する
ためのパンフレットを作成し，各地域で手話
講座の開催や研修会等への講師派遣を行うこ
ととしております。

また，県職員等が手話を学ぶ機会の確保を
図るため，今後も引き続き，職員を対象とし
た手話研修会の開催や，手話動画の県ホーム
ページ掲載等を行うこととしております。

(その他）
５ 全国的に放課後等デイサービス事業所に対する行政 ○ 本県においては，放課後等デイサービス事

処分があるが，鹿児島県ではそのような事例はないか。 業所に対する処分実績はありませんが，障害
県は，そのような事例について，注意深く対応してほ 福祉サービス事業所に対しては，国の指針に
しい。 基づき，概ね３年に１回の実地指導を実施し，

障害福祉サービス提供体制の適正化に努めて
いるところです。
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番号 意見の概要 意見への対応

６ (その他）
障害には様々な障害があること，その障害について ○ ストーマ等の排泄管理支援用具の給付につ

正しく理解することが重要である。例えば，ストーマ いては，市町村の日常生活用具給付等事業に
(人工肛門・人工膀胱)保持者はストーマを保持してい おいて支援しているところです。
る限り，一生装具が欠かせない。 オストメイトにとってストーマ等は必要不

行政として，オストメイト(ストーマ保持者)の事を 可欠なものであることから，市町村とも連携
正しく理解されるよう，主導してほしい。 しながら，県広報誌や県ホームページ等を活

用するなど，オストメイトに対する県民の理
解促進が図られるよう努めてまいります。

７ (その他)
以前と比べて，「施設から地域へ」となり，また入 ○ 今後とも，退院後，精神障害者とその家族

院生活も短くなり，大変よいことだと思う。 作業所 が地域の一員として安心して自分らしい暮ら
やグループホームデイケア等も盛んになった。障害者 しをすることができるよう，支援に努めてま
等が退院後もこのようなサービスを利用して，快復し いります。
てほしい。

(P11)
８ 意思決定支援ガイドラインについて，説明をいれて ○ P11に，意思決定支援の定義や意思決定支

ほしい。 援の流れを追記しました。

(P12)
９ (3) 障害福祉サービス提供体制の充実について，役 ○ 該当箇所のイメージ図は，市町村が設置す

割のイメージ内に「成年後見制度利用支援事業」に関 る基幹相談支援センターの一般的な役割を図
する記載があるが，成年後見人制度に被後見人の死亡 示したものです。
後の事業委任手続き及び市民や法人後見事業を含めた なお，図の中の成年後見制度利用支援事業
項目を立てて欲しい。 も，同センターの役割の一つとして記載して

いるものです。

(P17)
10 (4) 地域移行の支援に関して，障害者等について， ○ 障害者等については，P1の第１章第１節に

①「住まいの場」として(中略)精神障害者を中心に」 「障害者及び障害児」と定義しており，地域
とあるが，障害者等のところを()書きで(精神・知的) 移行の支援についても，知的障害者及び精神
を挿入してもらえたら対象障害者が明確になる。 障害者を含む全ての障害者等が対象となりま

また，地域全体で支えるシステムとは，地域共生社 す。
会の実現ではないか。どんなものなのか，ソフト面を 地域全体で支えるシステムとは，障害者等
含めた説明が欲しい。精神障害者のみでなく，知的障 の地域における安心した暮らしを支援する体
害者を挿入してもらいたい。 制のことであり，その実現のため，住まいの

場であるグループホームの整備促進，相談支
援体制の整備や充実，医療機関や障害福祉サ
ービス事業所等との連携強化などに努めてま
いります。

(P44）
11 (1) において，①令和５年度目標値 ○ 本計画の策定にあたっては，国指針に即し

地域移行者数204人(６％) て，地域の実情を踏まえて策定しております。
入所者数55人(1.6％) 地域生活移行者数の目標については，国指

とあるが，国の指針ではなく，県として地域移行者数 針のとおり，「令和元年度末の施設入所者数
の割合が示されているが，これらの％値の根拠を示し の６％以上」，施設入所者数の削減見込の目
てもらいたい。 標については，国指針のとおり，「令和元年

度末から1.6％以上削減」としているところ
です。


